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１ 利用者の推計値の提示について
～平成２５年２月２５日（月）障害保健福祉関係主管課長会議より抜粋～

全国的に計画相談支援の拡大について、予定より遅れている。

市町村においては、年次計画や個別の対象者の選定方法等を定めた上でより精緻
な計画相談支援の利用者数を推計すること。

事業者 市町村

・計画相談支援の利用者の推計値
を確認することにより、必要な職員
の員数や収入見込みなど、計画相
談支援の実施に関する事業計画が
立てやすくなる。

・地域の実情を勘案した上で、地域
内において必要となる特定相談支援
事業所の新規指定の必要性につい
て検討することが可能になる。

⇒検討の結果、事業者及び相談支
援専門員増員の必要性あり。

上記、趣旨に基づき、千葉市における利用者について推計値を提示します。
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２ 対象者拡大スケジュール（仮）
～平成２６年度末までに全員を対象にするための目安として～

拡大対象者 対象者実人数

Ｈ２４．１０ 全サービスの新規申請者、標準支給量を上回るサー
ビス利用希望者

約２００人

Ｈ２５．１０ ○障害者総合支援法
訪問系サービス利用者、施設入所者、
地域相談支援利用者

○児童福祉法
児童発達支援利用者、保育所等訪問支援利用者

約１，５００人

Ｈ２６以降 平成２５年度までに拡大した対象者以外 約５，１００人

（１）千葉市における対象者拡大スケジュール（仮）

（２）対象者拡大における課題
現状の相談支援専門員数では、最終的に約５，１００人にいる対象者を計画（障
害児）相談支援の対象にすることは不可能であり、相談支援専門員に携わる人員
の確保が必要。

※上記スケジュールは、提供体制の整備状況に応じて、変更します。
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３ 各月ごとの計画作成等件数見込
～現在のサービス利用者が全て対象者に移行した場合を推定～

（１）計画作成
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（２）モニタリング
モニタリングの頻度については、施設入所者は１２月、それ以外の者（児）に
ついては６月ごとと仮定して試算。実態としては更に多いことが想定される。

314
277

352
326

304 324
347

381

576

270 275 292

67
44 43

78 87 79 88 74

347

112

58 77

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

モニタリング見込数

障害福祉サービス（人） 障害児通所支援（人）
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（３）計画作成＋モニタリング
支給決定の有効期間が３月に集中するため、３月及び９月（モニタリング月）
に支援が集中する。
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４ 現在の状況
～既存の事業所から頂いたアンケートの集計結果～

計画作成件数 モニタリング件数 対応した相談支援専門員

Ｈ２４．１０ ３３ ６ ２８

Ｈ２４．１１ ４６ ２３ ３３

Ｈ２４．１２ ６７ ６１ ３７

Ｈ２５． １ ７６ ８６ ３９

（１）計画相談支援及び障害児談支援の実施状況

（２）既存の事業所における相談支援専門員の現在の配置数
既存の全２９事業所合計７５名

（３）既存の事業所における相談支援専門員の今後の配置予定数
時期は不確定だが全体で約２５名増員の可能性あり。

計画作成、モニタリング件数ともに毎月増加。 １月は合計で１６２件

（４）既存の全事業所の現在の事業所の人員で１月に作成可能な計画件数（人数）
約３５０名
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５ その他制度上の課題、懸念事項
～既存の事業所から頂いたアンケートの集計結果～

計画相談支援等について下記のとおり課題、懸念事項があがりました。
（１）報酬単価について
○ 指定特定相談支援等による収入の不安定性
○ サービスに結び付かなかった場合は無報酬
○ 介護保険の居宅介護支援は毎月報酬が発生するが障害はモニタリング月
以外は基本相談支援として無報酬

○ 計画相談支援給付費等の報酬単価が低く、労力と見合わない
○ 報酬の低さから計画及び支援の質が確保できない
○ 報酬の低さから委託の相談支援専門員又は他職種の職員が兼務すること
になり、業務負担が増加する

○ 自法人内のサービスに繋げるための支援と他法人のサービスに繋げるため
の支援の報酬額が同一

（２）その他について
○ 相談支援専門員の原則専従等の要件
○ サービス担当者会議等の調整の困難さ
○ 計画作成の自宅訪問によるアセスメント
○ 業務量が増加しており、人員が足りない（依頼を受けれない）
○ 事業者による計画作成のためのアセスメントと行政による区分認定のため
の調査内容に重複するものがあり、利用者にとって煩雑でないか 7



６ よくある質問について
～資料のご案内等～

（１）相談支援専門員になるためにはどのような要件が必要ですか。
○資料３－２の「相談支援専門員の要件」にまとめてありますので、
ご参照ください。

（２）相談支援従事者初任者研修は今後いつありますか。
○千葉県が研修を実施しますが平成２４年度は６月２０日までに申し込みが
必要でした。平成２５年度については、情報が提供され次第、お知らせした
いと思います。また千葉県障害福祉課の障害福祉関係の研修についての
ホームページを御案内しますので御活用ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/jigyoushomuke/kenshuu/index.html

（３）相談支援のマニュアル等はありますか。
○相談支援の手引き（千葉市）
○相談支援関係Ｑ＆Ａ（平成２５年２月２２日付厚生労働省事務連絡）
○サービス等利用計画作成サポートブック（日本相談支援専門員協会）
事業を開始する前や開始後の確認等にご参照ください。
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